
 

 

激甚化する自然災害への対応と地域の安全・安心を確保するた 

めの社会基盤整備の更なる推進を求める意見書 

 

 近年、豪雨災害が激甚化・頻発化しており、全国各地で大きな被

害をもたらしている。 

また、近い将来南海トラフを震源とする巨大地震の発生が懸念さ

れている。 

 こうした状況の中、地域の安全・安心を確保するためには、防

災・減災、国土強靭化に引き続き全力で取り組む必要がある。 

よって、国におかれては、激甚化する自然災害に対応するため、

下記の事項に取り組まれるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」に続き、長

期に及ぶ大規模で抜本的な対策を行う事業など対象事業の拡大も

含めた５か年計画を策定するとともに、必要な予算を安定的に別枠

で確保すること。 

 

２ 道路橋梁等、社会基盤施設の機能を災害時にも確実に発揮させる

ため、施設の修繕・更新など老朽化対策に必要な予算を安定的に別

枠で確保すること。 

 

３ 安全・安心のために必要な社会基盤整備を着実に推進する予算を

十分確保すること。 

 

４ 広域的な大規模災害において、迅速かつ円滑な復旧に資するた

め、TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣や国による権限代行

等が速やかに実施できる体制・機能の拡充・強化を図ること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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